
平成31年度　町県民税の課税について

○町県民税が課税される方

●助成内容

建物の種類 合併処理浄化槽を設置している建物 単独処理浄化槽または、汲み取り式便所を設置している建物

工事費が5万円以上の場合は、5万円 工事費が10万円以上の場合は、10万円

工事費が5万円未満の場合は、掛かった金額 工事費が10万円未満の場合は、掛かった金額
補助額

※新築建物の工事は除きます。

・平成31年1月1日現在、西原町に住所を有する方
・平成31年1月1日現在、西原町に事務所・事業所等を
有する個人で、町内に住所を有しない方については、
均等割のみ課税されます。

　工事期間中河川沿いの町道が一部使用できなくなる
ため、右記の間片側交互通行となります。町民の皆様に
は大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよ
ろしくお願い致します。

○町県民税が課税されない方（非課税）
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額
が125万円以下の方
・前年中の所得金額が下記を下回る方
28万円×（扶養人数＋1人）＋16.8万円
※被扶養者がいない場合は28万円以下の方

【片側交互交通規制期間 】 
5月末～令和2(2020)年2月末予定
【工事名】小波津川3号車道橋下部工工事（Ａ1）

※課税内容について、疑問やご不明な点がある場合はお気軽に下記連絡先までご連絡ください。

 【お問い合わせ】　総務部　税務課　町県民税係　☎945-4729

 【お問い合わせ】　建設部　土木課　土木係　☎945-4415

 【お問い合わせ】　建設部 上下水道課　管理係　☎945-4934
 【お問い合わせ】
総務部　税務課　徴収収納係　☎945-4729

悪質滞納者には差押を
執行しています。
※納税相談も行っています。
滞納処分を受ける前にお早目にご相談ください。

平成30年度　町税滞納処分実績
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小波津川橋梁工事に伴う一部通行規制について
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　敷地内の排水設備工事（浄化槽などから下水道への切替工事）に補助金を助成します。
きれいな海や川を守り、快適な生活環境の向上を図るために、早めの接続をお願いします。

受付期間
6/3（月）～
10/31（木）
予定

補助対象は、下水道が使用できる区域で、下水道への接続が可能になった日以降に申請された補助要綱の条件に合うものです。
詳細は、西原町ホームページ（トップページ→暮らし・手続き→上下水道→下水道接続工事の補助金がスタートしました）をご確
認いただくか、上下水道課へお問い合わせください。
【注意】工事の途中または完了後の申請はできません。必ず、工事着手前に補助金交付決定通知書を確認してください！

2018

6月3日より

平成31年度(平成30年分)

〇町県民税申告受付　再開

〇所得証明書等　発行

します。

※収入がなかった場合でも、「収入がな
かった」旨を申告しないと所得証明書等の
発行ができないことがあります。また、申
告をしてから証明書を発行するまで1週
間程度お時間を頂いております。ご了承
ください。
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